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《個人研究》

フランス法における善意の研究

　　　bonne　foi概念の変遷

上　井　長　久☆

Essai　sur　la　bonne　foi　en　droit　frangais

　　　　　　　De　l’6volution　de　la　notion　de　bonne　foi

Takehisa　UEI

1　はじめに

　（一）ひとの心理的作用ないし状態のなかで，いわゆる「良い意思（bonne　volont6）」を法律上尊

重し，保護し，および積極的に評価してゆこうというのが善意および誠実を意味するbonne　foiの問

題である。それが法律上考慮されればされるほど，法は緻密となり，洗練される（affinement）と

いわれる。それは，善行を推奨し，信用ないし信念（croyance）を尊重するという道徳律に法を出

来るかぎり合致させることができるし（1），行為の動機，原因および目的への配慮が法律上不十分な領

域においては，それらを考慮して法律のなかに導入することが可能となるし（2），また，冷酷かつ厳格

な法の適用に対して柔軟（souple）性を与えることができるし，また豊饒化（f6conder）させること

ができるからである（3）。

　しかし，その法自体の緻密性およびその適用の柔軟性は，法の複雑性やその適用の恣意性を助長せ

ずにはおかない。法的安定ないし安全および取引の迅速は，ひとの心理的作用および状態をなるだけ

考慮することがなくなるように，法律上，合理的な一定の形式や外形を備えさせることを要請す

る（4）。しかし，その形式や外形が不十分な領域においては，ある程度の法の複雑性やその適用の恣意

性を甘受せざるを得ない。善意および誠実を意味するbonne　foiは，それらの両側面の狭間に存し，

両側面の壁を刺激しながら進むことを運命づけれれている問題である。

　（二）フランス法におけるbonne　foiは，民法その他の実定法の諸分野で法的取引における魂

（ame　du　commerce　juridique）としての衡平（6quite）および正義（justice）の観念に基礎を置き，

法の究極的目的（finalit6　de　droit）を満たす一般的原理（principe　g6n6ral）として認められてきて
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いるが，必ずしも明らかな概念ではない。bonne　foiは，そもそも心理的状態であるが，種々の心理

的現象として現れ，法律上においても多様な条件の下に広く用いられているがゆえに，その抽象化の

結果においても種々の概念構成の生じる可能性がある。しかも，実際上においても，それは法的偏見

の枠の外で，いわゆる自然的現象として新たに生起しうる可能性があるからである。従来から一般的

にはbonne　foiは，次のような二元的な基本原理として捉えられている。すなわち一面では，それは

信頼（confiance）が支配する契約等の法律行為において要請される誠実性（loyaut6）という意味に

おいてであり，これはドイツ法上の信義誠実（Treu　und　Glauben）の原則に相当する。他面では，

それは過誤ではあるが，なお許される信用（croyance）という意味においてであり，ドイツ法上の

善意（Guter　Glaube）の原則に当たるものである（5）。

　（三）bonne　foiは，元々，ローマ法上のbona　fidesに根ざすものである。　bona　fidesは，ローマ

法上，第一には，占有や不法領得において不知（無知一ignorantia）または錯誤（error）を意味し

たし（Ulpianus，　D．41．3．27），第二には，詐欺（dol）および詐害（fraude）と対立する概念として

（Paulus，　D．17．2．3．3），第三には，合意における当事者間の法的関係をaequitas（衡平）または

probitas（誠実一probit6）に維持するための最良の方法として（Cic6ron，　Des　Officiis，　III，17；

Gaius，　L．5，　D．，47，7．　et　s．），合意の形式主義（formalisme）に対置し，それを補うものとしての役割

を担い，特定の形式に限定された合意の厳格な遵守に基づく厳格法上の訴権ないし契約に対して，意

思の尊重，精神的ないし道徳的な誠実や信頼に基づく誠実訴権ないし契約を創設させるに至った㈹。

　（四）bonne　foiの概念は，一般的に，誠実（loyaut6），善意（誠信一croyance　sinc6re），率直

（franchise）と同義にと捉えられれ，悪意（mauvaise　foi），詐欺（dol），詐害（fraude）と対立す

る概念であるとされる（7）。ローマ法以来の伝統的理由づけによれば，社会的生活関係においては，そ

のようなbonne　foiにより活動する者には十分に報いる（r6compenser）ことが肝要であるが，これ

に対して，mauvaise　foiには何ら報いる（punir）必要がないという道徳的価値判断を実定法におけ

る法的解決のために用いたものである（8）。元来，道徳的義務の法的債務への変換だけでは，実定法に

おける法律適用において十分には正義および衡平を尽くすことができない。他人を侵害してはならな

いという道徳的義務は，有責的意思（volont6　coupable）または解怠（n6gligence）がフォート

（faute一過失）の行為により損害を生じさせる場合でなければ，制裁されない。そのような意思が，

法形式としての適法行為（acte　juridique　r6gurier）に包摂されてしまう場合にも，その意図（inten－

tion）の有責性を問うことが必要である。実定法上のあらゆる解決において，他人を侵害する行為

（acte）または意図を放置し，許すことは妥当でない。この道徳的要請に答えるべく実定法上の具体

的解決のために導入されたのが，ここで扱うbonne　foiの原理であるといえる（9）。

　bonne　foiは推定され，　bonne　foiを証明する必要性なしという一般原則は，そのようなbonne　foi

に関する伝統的理由づけによって正当づけられる。ひとの活動は，つねにbonne　foiでなければなら

ず，それがまた普通である，だからこそ道徳的にも法律的にも報いられるのである。これに対して，

mauvaise　foi，　dol，　fraudeは，その有責的意図の私的制裁として法規範の通常の適用を拒否される
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から，その法規範の通常の適用を望む者の側において，mauvaise　foi等がなかったことを証明しな

ければならないことになる。

　しかし，近代以降，bonne　foiは，そのように，対立するmauyaise　foi等の有責的意図の私的制裁

として，いわば消極的に用いられるほか，契約の解釈の基準および契約の履行上の誠実性の要請，さ

らに表見所有（propri6t6　apparente）など権利創設力を有する要因として積極的に用いられ，道徳

的規範の法規範全体への広がりをもたらすとともに，かえって道徳的色彩を希薄にし客観化され，ま

すます多義的な概念となっており一義的理解を困難にしている。

　なお，小稿は，善意としての意味でのbonne　foiだけでなく，誠実の意味でのそれも併せて考察す

る。

ll　bonnefoi＝誠実

（一）誠実性（loyaut6）という意味においてのbonne　foiは，ナポレオンー世により設置された民法

典編纂委員会が提示した共和暦8年熱月24日の民法典草案においては，「合意は誠実（bonne　foi）に

締結され，かつ，履行されなければならない」として，法律行為全般とりわけ契約を貫く一般原則と

して導入されていた。その基本たる考えは，フランスでは契約はすべて誠実法であり，ローマ法のよ

うな厳格法（droit　strict）は存在しないということにあったと解する。しかし，その草案の修正過程

のおいて，Portalisにより，その前段に当たる「誠実に締結され」の文言が不必要であるとの理由で

削除され，結局，民法典は，その1134条3項により，「合意は誠実に履行されなければならない」と

して，その履行上の誠実義務を明確にするにとどまった（1°）。ところで，誠実（bonne　foi）が契約上

の一般原則であることは，その後も忘却されることはなく，19世紀後半以降，自由な意思に基づく契

約の不平等の醸成，産業の改革とともに変遷する社会経済への契約の新たな対応など契約の危機が叫

ばれ，遅くとも20世紀初頭，契約上の一般原則として誠実が再確認されるに至った。この点に関連す

る，G6nyの指摘は興味深いもがある。すなわち，意思自律の限界の問題として，対価を定めないで

出来高払いの仕事をする契約を締結した場合に，その対価をどのようにして決めるかという問題に対

して，G6nyは答えていわく，「そのような場合，裁判官には当事者の意思を補充することを何らた

めらわないことが知られている。そのために，先ずは，黙示の合意条項（clause　tacite），慣習の定

め（fixation　d’usage）を引き合いに出し，しかる後に誠実（bonne　foi）によって合意が補充される

と考える。正確にいえば，誠実は契約の形成そのものの本質に属するものであるが，これまで全く論

理必然的に導き出せる理論のなかに入れられていた新しい要素（誠実のことと解する）が，その輪郭

を和らげ，その適用範囲を拡大したものとみなされ，その誠実の影響を広く承認することが望まれて

いるのだ」と（11）。さらに，Josserandにおいては，「現代法においては，契約はすべて誠実（bonne

foi）に属する。初期のローマ法において非常に権威のあった厳格法上の契約観念は，すでにその古
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典期にはひどく損なわれていたが，現代では，ほとんど法的興味を引く程度にまで減ぜられてしまっ

た」。今後，「法律そのものが，裁判官の視線を誠実，衡平および慣行のほうに向かわせることによ

り，その契約上の基礎を模索することを促進させ，産業，経済および社会現象の圧力の下で時ととも

に多様化し，増加することのある新たな債務を明らかにする」ことができるという（12）。

　近時の多数の学説および判例も同様に，誠実（bonne　foi）を契約の一般原則として確認してい

る（13）。とくに，Cornuによれば，「誠実（bonne　foi）の概念の不確定な面がかえって，扶助（assis－

tance），共同（collaboration），協力（coop6ration），相互援助（aide　mutuelle），さらには友好

（amiti6），友愛（fraternit6）の義務を一般的に基礎づける」とまでいうに及んでおり（14），誠実は実

定法の基本規律にまで高められるとともに，その誠実義務は，bonne　foiの道徳的心理的状態を通し

て法の全領域（商法，国際私法などにおいては周知のとおりである）にまで浸透したといえる（15＞。

（二）契約履行上の誠実義務　　民法典は，前述のとおり直接的には契約による債務の履行上の誠実

i義務だけを明確にしたにとどめたが，さらに，その誠実義務を破る場合，すなわち，債務者が，悪意

（mauvaise　foi）または詐欺（故意一dol）により履行を遅滞するときは，補足的損害の賠償すなわ

ち，その損害賠償額の範囲ないし数額を拡大することができるなど（1150条，1153条）の措置を講

じ，誠実性の確保をはかっている（’6）。これは，契約は当事者の共同により実現されるものであり，

その履行に際して，互いに誠実性ないし率直性という道徳的な心理状態を重視したものである。な

お，このような債務の履行上の誠実義務は，債権の行使にも要請されるともに，また，契約だけでな

く，その他の法律行為にまで拡大されている。

　さらに，誠実性は一般の権利および義務の履行にも要請される。権利の濫用（abus　de　droit）にお

いて，とくに19世紀後半から顕著に争われるようになった土地所有権の行使の濫用に他人への悪意や

害意（intention　de　nuire）が援用されることが多いが（17），その例証として挙げることができる。ほ

かに，不誠実な競争（concurrence　d610yale　ou　illicite）も不法行為として損害賠償責任を満たすこ

とがある。

　なお，フランスでは第一次および第二次大戦後，住居賃貸借における賃借人の保護に関する特別法

により，賃貸借契約の態様がどうであろうと（永続，一定期間の設定，または一時的なそれなど，い

ずれであっても），賃貸借を延長させ，誠実（bonne　foi）な賃借人を保護してきた（18）。その誠実な賃

借人とは，その特別法上に定義はないが，継続して家賃を支払う者を指しており，ここには誠実とい

う用語の濫用が存すると思われる㈹。

（三）契約の解釈基準としての誠実性　　契約の解釈基準としての誠実性を持ち込むことができるか

どうかに関しては，これまで意思自律の原理を損なうのではないか，また契約の迅速性を妨げるので

はないかなどの観点から議論の多いところであった。しかし，民法典は，元々その1156条により，合

意の解釈基準の一つとして「合意においては，その文言（terme）の字義（sens　littteral）に拘泥す

るよりも，合意の当事者の共通の意図（commune　intention）がどうであったかを探究しなければな

らない」と定めている。これこそ契約を誠実に解釈すべきことを要請する根拠条文である。この点に
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関して，Aubry　et　Rauは，「合意が誠実に履行されなければならないということは，それすなわち合

意が形成されるために有した当事者の意図および目的（but）に沿うことである」と指摘する（2°）。

（四）契約の形成（締結）における誠実性　　契約の成立および効力要件として正面から誠実性を要

求する明文はないが，詐欺（dol）は同意の毅疵をまたらすから（1116条），その反対解釈として，同

意の有効性を確保するには誠実でなければならないことが導き出せる。さらに，近時の判例は，本質

的錯誤（erreur　sur　la　substance）の事例において誠実性を重視してきている（21）。また，最近の法律

は，とくに消費者保護を狙いとして情報提供義務を課す傾向にあるが，この情報提供義務の要請は，

まさに契約形成に際しての誠実性の要求の現れである（22）。

（五）権利の詐害的移転　　詐害的な権利移転は，誠実性に反するから許されない。最もよく知られ

ているのは，いわゆるパウルス的詐害（fraude　paulienne）に及んだ債務者に対して債権者がなす損

害賠償訴権としての性質を有する詐害行為取消訴権（廃罷訴権　　action　paulienne）がそれであ

る。民法典1167条は「債権者はまた，その債務者により，自己の権利を詐害（fraude）してなされた

行為を自己の名において，攻撃することができる」と定める。ただし，この詐害は一般的に，債務者

が債権者に損害を与える意図を持つこと，すなわち意思的（volontaire）心理作用があるときはいう

までもないが，それまでに至らないような，債権者に対して単に害を及ぼすことを認識しているこ

と，すなわち，そのような知的（intellectuel）心理状態としての悪意があれば十分である。

　そのほか，特別的な詐害（fraude）として，不動産譲渡（mutation　immobili6re　ou　transmission

de　droit　r6el　immmobilier），債権譲渡（cession　de　cre6ance）および営業権売買（vente　de　fonds

de　commerce）などによる権利移転が，たとえ登記，登録などの公示（pubulicit6）または通知

（notification）を備えていても，その取得者または譲受人を詐害するときは，一般的に，それらの者

に対して効力がなくなるか，少なくとも対抗することができないとされている（23）。

川　善意＝可避的誤信

（一）善意（bonne　foi）は，他人への誠実性や率直性（honnetet6）など道徳的意味ではなく，事物

に対する理解ないし判断の結果得られることのある一定の見解（opinion）または信念（croyance）

としての，いわゆる知的処分（disposition　de　1’intelligence）として，純粋に心理的な意味のものと

して捉えることができる（24）。この知的処分は，それが現実と齪酷している場合，誤信または誤解

（croyance　ou　opinion　6rron6e）となる。この誤信または誤解は，伝統的分類に従えば，真実または

虚偽を知らなかったという，事物に関する認識（connaissance）の欠如，すなわち，いわゆる不知

（ignorance）という知的状態が原因で生じることもあるし，また，真実を虚偽と，虚偽を真実なも

のと信ずる，いわゆる錯誤（誤解一erreur）により起こることもある（25）。これらを総称して，善意

（bonne　foi）は，誤信（croyance　erronるe）であるという。この意味での善意は，真実または虚偽を
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知りながら，および，それらを疑い，信ずるに至らないで，現実と齪酷した行為に及ぶ場合としての

悪意（mauvaise　foi）と対立する。不知，錯誤に起因する誤信は，慎重な者にとって回避できなくは

ないが，回避せずとも許される（excusable）ものとして，誤信どおりの効果を付与する。これを可

避的誤信と呼ぶことができる。これに対して，悪意は保護に値しない。

　誤信としての善意は，錯誤をその中核に据えているが，法律行為における錯誤（erreur）と混同し

てはならない。①法律行為における錯誤は，現実とは異なった判断に陥り，現実に対して誤った表示

（fausse　repr6sentation　a　la　r6alit6）をする場合であるのに対して，善意において問題となる錯誤

は，いわば原因（cause）についての錯誤，すなわち法律行為または法律関係ないし法律状況の適式

性（r6gularit6）または不適式性（irr6gularit6）に関する錯誤に相当するということができるが，②

法律行為における錯誤は，原則として法律行為の無効をもたらすのに対して，善意の錯誤は，その錯

誤どおりに効力を保持するものであり，③法律行為における錯誤のように行為の当事者間における相

対的効力（原則として，1117条）にとどまらず，善意における錯誤は，第三者に対しても効力を波及

させるものである。また，④法律行為における錯誤がすべて，善意であるわけではない㈹。

　善意を誤信と称する場合，その誤信には，実際ないし積極的な誤信を要求しているものではない。

実際ないし積極的な誤信を誘発しうるような過誤があれば十分であると解されているから，善意

（bonne　foi）を，誤信と称しても，実体は伝統的分類による不知，錯誤であるということと，それほ

ど変わりはないと思われる（27）。

（二）善意がそのような誤信であるという理論は，民法典上の種々の法文から導き出すことができる。

民法典はその550条において，「占有者は，所有権の移転名義の暇疵（vice）を知らずに，その移転名

義に従い所有者として占有するときは，善意である」として，善意は名義の蝦疵の不知であると定義

づけている。この善意の定義は，占有に関する事項だけではなく，判例および学説上，他の事項にも

拡大された。それとともに，善意は綴疵の不知ばかりではなく，法的および事実上の状況の錯誤をも

含むものとして理解されるようになった。しかも，民法典はその2268条により，「善意はつねに推定

され，かつ，悪意を主張する者にその悪意を証明する責任が属する」として，ひとが悪意であること

の証明責任を相手方に負わせるものとした。本条は10年および20年の取得時効の成立要件としての善

意の証明責任に関するものであるが，判例および学説は，この証明責任の転換を他の事項にまで拡大

適用するに至っている。それらの拡大適用ないし準用によって，例えば，動産の即時取得（2279条），

債権の準占有者への弁済（1240条），反対証書の第三者への効力（1321条），善意無効婚の夫婦間の効

力（201条）など権利または法律関係の複雑ないし微妙な問題に関する議論を解決するのに役立って

いる。

一276一



第34巻第2号　1996年3月

lV　善意＝不可避的誤信

（一）bonne　foi（善意）は，慎重な者の正当な理解や判断によっても錯誤を回避iできない場合，すな

わち，いわゆる不可避的（非回避的）錯誤（erreur　invincible）により生じることがある。この錯誤

は，事物に対する理解や判断に基づき一定の見解（opinion），信念（croyance）ないし確信（con－

viction）をいだく場合であり，それが真実とは異っているとき，誤解，誤信と評価されてしまうが，

なお，そのような誤解，誤信が通常では避けられない状況にあるときに生じるものであるから，これ

を不可避的（非回避的）誤信（croyance　invincible）と称することができる。この誤信は，これまで

主に判例上，権利または法的関係ないし状況の存在または不存在に関して，共通的錯誤（erreur

commune）ないし集団的錯誤（erreur　collective），正当な錯誤（erreur　l6gitime）または表見

（apparence）理論の問題とされてきたことである（28）。これらの問題は，権利または法的関係ないし

状況の存在または不存在についての理解や判断の結果生じる責任は，原則として，その判断をした者

に課せられるが，とくに，その理解，判断をすることが当該状況下では，誰でもいだくものであり，

決して異常なことではなく，実際には真実との問には誤解，誤信があるものの，錯覚し易い現実の外

形を下に，通常の理解力と判断力により普通になした理解，判断として，すなわち，正当な誤解，誤

信として，かえって，その理解や判断を尊重し，そのとおりに効力を付与するのが妥当であり，衡平

であるという場合に生じる。

（二）この不可避的誤信は，事物に対する理解や判断に基づき一定の見解，信念ないし確信を実際に

いだいたことが必要か否かについて，一般的に学説は，その必要はなく，そのような可能性が認めら

れればよいというが（29），これに対して従来から，その必要性を強調する学説，いわゆる積極的誤信

（croyance　erron6e　positive）論がある。積極的誤信を唱える，　Gorpheによれば「善意（bonne　foi）

とは，積極的確信（conviction　positive）であり，また，権利に反して活動をしないという誠実的確

信（conviction　royale）である」という（3°）。　Gorpheのいう前半の立論には部分的には賛成である

が，後半の立論は，善意（bQnne　foi）に道徳的判断を持ち込む必要がないし，契約上要請される誠

実（bonne　foi）の説明としても過度となり容認できない（31＞。私論では，不可避的誤信には実際にそ

の誤信をいだく必要はないが，実際にそのような確固たる誤信をいだいたときには，積極的にそのこ

とを証明することが必要であると解する。

（三）この不可避的誤信には，善意の推定規定が働かない。不可避的誤信が積極的確信の場合にせよ，

現実に積極的確信に至らない場合にせよ，その不可避的誤信により利益を得る者が，その証明責任を

負う。不可避的誤信は，可避的誤信の例外として特に考慮されるものだからである。しかし，共通的

錯誤または集団的錯誤は，その存在を証明することにより不可避的誤信を推定させるものと解す

る（32）。この点について，Gorpheは「共通的錯誤は，援用された錯誤の不可避性を推定させることに

しか役立たない」といい〔33），また，H．　Mazeaudによれば「錯誤がほぼ普遍的になされるとき，その
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錯誤は不可避的であることを前提としているといえる。したがって，錯誤が共通的に分有されるとい

う事実は不可避性の推定（pr6somption　d’invincibilit6）を創設する」と明確に述べている（34）。

V　おわりに

　以上により，善意および誠実という両観点から，フランスにおけるbonne　foiの概念の推移を素描

することができたと思われる。bonne　foiの概念は，ローマ法以来の伝統を維持しながらも，昨今の

社会経済の進展とともに，微妙に変化を来してきていることが描き出せたと信じる。しかし，bonne

foiの概念の表現である善意および誠実，それらの反対概念である，悪意，詐欺および詐害，さらに

は，善意を構成する，不知，錯誤および誤信など，いずれも，ひとの心理状態ないし作用として，相

互の差異または関連を究めるのは，かなり困難を伴う問題である。この点の，さらなる究明は今後の

課題としたい。
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信用

（うえい　たけひさ）
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